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第１章 特定事業計画について 

１．特定事業計画の概要 

（１）これまでの取り組み 

本市では「人が集い、人が暮らし続けるバリアフリーなまちづくり」を理念として、

令和 6（2024）年度に「大和郡山市バリアフリー基本構想」（以下、「基本構想」という）

を改定しました。 

この基本構想では、従来の「JR・近鉄郡山駅周辺地区」における取り組みを深化した

ほか「大和小泉駅周辺地区」「平端駅周辺地区」を新たに重点整備地区として設定し、鉄

道駅を中心とした面的なバリアフリー化を図るため、当該地区内の生活関連施設及び生

活関連経路を対象に、移動等円滑化の為に実施すべき特定事業等を定めています。 

 

（２）特定事業計画の法的位置づけ 

「高齢者、障害者等の移動等円滑化の促進に関する法律」（以下、「バリアフリー法」

という）では、特定事業の実施者（施設設置管理者等）は、具体的な事業計画（特定事

業計画）を作成したうえで、事業を実施することが義務付けられています。 

 

（３）特定事業計画の趣旨 

前述のように、特定事業計画は各事業実施者に策定義務があるものの、大和郡山市バ

リアフリー基本構想においては、適切な進捗管理のもとでバリアフリー化の推進を目指

していることを踏まえ、この度、各事業実施者等の事業を大和郡山市が取りまとめ、今

後の進捗管理に活用可能な一つの計画書として「大和郡山市バリアフリー特定事業計

画」を策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：重点整備地区におけるバリアフリー化推進の基本的枠組み 

重点整備地区におけるバリアフリー化の重点的・一体的な推進

高齢者、障害者等の移動等円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）

平成 18（2006）年 12月 施行

大和郡山市バリアフリー基本構想

・３地区の重点整備地区において事業を計画

 特定事業（移動等円滑化基準に係る整備事業、ソフト事業）

 その他の事業

大和郡山市バリアフリー特定事業計画

・各事業実施者が特定事業計画を作成し、市が取りまとめる。

・進捗管理のため、特定事業のほか、その他の事業についても整理



2 

 

（４）特定事業の種類と計画への整理範囲 

特定事業は、生活関連施設とそれらを結ぶ生活関連経路、車両・設備等のバリアフリ

ー化に関するハード面の事業（公共交通・道路・路外駐車場・都市公園・建築物・交通

安全特定事業）と、令和 2（2020）年のバリアフリー法改正により創設されたソフト面の

事業（教育啓発特定事業）に分けられます。 

また、基本構想では、これらの特定事業のほか、特定事業には該当しないもののバリ

アフリー化を推進するために必要な事業である「その他の事業」を設定しています。 

本計画では、「特定事業」についての計画を作成しますが、進捗管理に活用することを

目的としていることから「その他の事業」についても併せて掲載します。 

 

表：特定事業の種類（バリアフリー法記載の抜粋） 

公共交通特定事業

（法 2条 26 号） 

・特定旅客施設におけるバリアフリー設備（エレベーター、トイレなど）の

整備、これに伴う構造の変更に関する事業 

・鉄道、バス、福祉タクシーなどの車両におけるバリアフリー整備（車両の

低床化など）に関する事業 

道路特定事業 

（法 2 条 27 号） 

・道路におけるバリアフリー化のための施設・工作物（歩道、道路用エレベ

ーター、通路経路の案内標識など）の設置に関する事業 

・バリアフリー化のために必要な道路構造の改良（歩道の拡幅、段差解消な

ど）に関する事業 

路外駐車場特定事業

（法 2条 28 号） 

・特定路外駐車場におけるバリアフリー化のために必要な施設（車いす使用

者が円滑に利用できる駐車施設など）の整備に関する事業 

都市公園特定事業 

（法 2 条 29 号） 

・都市公園におけるバリアフリー化のために必要な特定公園施設（園路、障

害者用トイレ、休憩所等）の整備に関する事業 

建築物特定事業 

（法 2 条 30 号） 

・特別特定建築物におけるバリアフリー化のために必要な建築物特定施設の

整備に関する事業 

・全部又は一部が生活関連経路である特定建築物におけるバリアフリー化の

ために必要な建築物特定施設の整備に関する事業 

交通安全特定事業 

（法 2 条 31 号） 

・バリアフリー化のために必要な信号機、道路標識又は道路標示の設置（道

路横断の安全を確保するための機能を付加した信号機、歩行者用道路であ

ることを表示する道路標識、横断歩道であることを表示する道路標示の設

置など）に関する事業 

・バリアフリー化のために必要な生活関連経路を構成する道路における違法

駐車行為の防止（違法駐車行為に係る車両の取締りの強化、違法駐車行為

の防止についての広報活動及び啓発活動など）のための事業 

教育啓発特定事業

（法 2条 32 号） 

・バリアフリー化の促進に関する児童、生徒又は学生の理解を深めるために

学校と連携して行う教育活動の実施に関する事業 

・バリアフリー化の促進に関する住民その他の関係者の理解の増進又は移動

等円滑化の実施に関するこれらの者の協力の確保のために必要な啓発活動

の実施に関する事業 



3 

２．特定事業計画への記載事項 

特定事業計画は、「生活関連施設」「生活関連経路」などのバリアフリー化を具体化す

るものです。本計画では、施設や経路別に、だれが、いつ、どこで、どのような事業を

行うのかを個票形式で整理します。 

また、バリアフリー法では特定事業の種類別に記載事項が整理されています。このう

ち、個票の様式を揃える観点から、個別の詳細図面や事業費は本計画の取りまとめ外と

し、各事業実施者にて管理するものとします。 

表：特定事業計画の記載事項 

区分 

記載事項 

対象施設 

区間等 
内容 予定期間 

その他 

配慮事項 

資金・ 

調達方法 

公共交通(法 28 条) ○ ○ ○ ○ ○ 

道路(法 31 条) ○ ○ ○ ○ 
 

路外駐車場(法 33 条) ○ ○ ○ ○ 
 

都市公園(法 34 条) ○ ○ ○ ○ 
 

建築物(法 35 条) ○ ○ ○ ○ ○ 

交通安全(法 36 条) ○ ○ ○ ○ 
 

教育啓発(法 36 条の 2) 
 

○ ○ ○ 
 

 

 

 

【本計画で取りまとめる個票の記載事項】 

・施設、経路等の名称 

・事業の実施主体 

・現状課題 

・整備方針 

・事業区分（特定事業、その他の事業） 

・事業内容 

・事業量 

・実施予定期間 

・配慮事項等 

・事業実施箇所図、写真等 

 

 

  

本計画の取りまとめ範囲 

※詳細図面は対象外 

各事業者 

にて管理 

数量 単位 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17～
No.

事業

区分
事業内容

事業量 実施予定期間(令和・年度)

整備方針

配慮事項等

事業実施箇所図、写真 等

名称

実施主体

現状

課題
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３．計画の対象 

計画の対象は、「大和郡山市バリアフリー基本構想」において事業設定された、以下の

範囲とします。なお、すでに事業が完了している施設等については、対象外とします。 

表：対象施設の一覧(1/2) 

地区 事業区分 箇所・区間 会社・組織 備考 

Ｊ
Ｒ
・
近
鉄
郡
山
駅
周
辺
地
区 

公共交通 
郡山駅 西日本旅客鉄道株式会社  

近鉄郡山駅 近畿日本鉄道株式会社  

道路 

②奈良大和郡山斑鳩線 

（新紺屋豆腐藺本線-社会福祉会館） 
奈良県  

②ー２奈良大和郡山斑鳩線 

（丸山交差点-あすならホーム郡山） 
奈良県  

④枚方大和郡山線 奈良県  

⑦城廻り線 大和郡山市  

⑫駅前広場線 大和郡山市  

⑭箕山線 大和郡山市  

⑮柳町筒井線 大和郡山市  

⑯柳町停車場線 大和郡山市  

⑰三の丸今井材木線 大和郡山市 対象外(完了済) 

㉑城廻り線 大和郡山市  

都市公園 郡山城跡公園・三の丸緑地 大和郡山市  

建築物 
大和郡山市社会福祉会館 大和郡山市  

あすならホーム郡山 民間事業者 対象外(完了済) 

交通安全 

社会福祉会館前 公安委員会  

城ホール北側 公安委員会  

近鉄郡山駅周辺 公安委員会  

その他 
バスターミナル 大和郡山市  

近鉄郡山駅周辺 大和郡山市  

大
和
小
泉
駅
周
辺
地
区 

公共交通 大和小泉駅 西日本旅客鉄道株式会社  

道路 

①奈良大和郡山斑鳩線 奈良県  

③片桐中学校線 大和郡山市  

④公民館南側線 大和郡山市  

⑤辻堂路線 大和郡山市  

⑥市場池ノ内線 大和郡山市  

⑦小泉市場線 大和郡山市  

⑧市場小学校線 大和郡山市  

⑨池ノ内小学校線 大和郡山市  
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表：対象施設の一覧(2/2) 

地区 事業区分 箇所・区間 会社・組織 備考 

大
和
小
泉
駅
周
辺
地
区 

道路 

 

⑩小泉車田線 大和郡山市  

⑪市場安堵路線前線 大和郡山市  

⑫市場椎木線 大和郡山市  

⑬大和小泉駅東地内 4-3 号線 大和郡山市  

⑭大和小泉駅東地内 4-4 号線 大和郡山市  

⑮大和小泉駅東地内 10-1 号線 大和郡山市  

⑯大和小泉駅東地内 3 号線 大和郡山市  

⑰大和小泉駅東地内 2 号線 大和郡山市  

⑱小林西線 大和郡山市  

⑲大和小泉駅西広場線 大和郡山市  

⑳大和小泉駅東広場線 大和郡山市  

建築物 片桐中学校 大和郡山市 対象外(完了済) 

交通安全 小泉橋東詰交差点 公安委員会   

平
端
駅
周
辺
地
区 

道路 

 

②大和郡山広陵線 奈良県   

③長安寺額田部線 大和郡山市   

④近鉄駅前北線 大和郡山市   

⑤額田部東西線 大和郡山市   

⑥額田部北町住宅地内線 大和郡山市   

⑦額田部北町地内線 大和郡山市   

⑧市管理道路 大和郡山市   

⑩長安寺昭和町線 大和郡山市   

⑪小学校線 大和郡山市   

⑮平端駅駅前広場 大和郡山市   

都市公園 額田部北町児童公園運動場 自治会 対象外(完了済) 

交通安全 昭和小学校北交差点 公安委員会   

共
通 

公共交通 
バス車両 奈良交通株式会社   

タクシー車両 タクシー事業者   

教育啓発 

 

- 公共交通事業者   

- 大和郡山市   

- 大和郡山市教育委員会   

- 大和郡山市社会福祉協議会   
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【参考：ＪＲ・近鉄郡山駅周辺地区図】 
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【参考：大和小泉駅駅周辺地区図】 
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【参考：平端駅周辺地区図】 

 

 

  


